


新潟県後期高齢者医療広域連合職員の育児休業等に関する条例施行規則 

新旧対照表  

新 旧 

新潟県後期高齢者医療広域連合職員の育児休業等に関する条例施

行規則 

新潟県後期高齢者医療広域連合職員の育児休業等に関する条例施

行規則 

平成１９年３月１日 平成１９年３月１日 

規則第１３号 規則第１３号 

（育児休業条例第１５条第２号の規則で定める非常勤職員） （育児休業条例第１５条第２号の規則で定める非常勤職員） 

第１１条の２ 育児休業条例第１５条第２号の規則で定める非常勤職員 第１１条の２ 育児休業条例第１５条第２号の規則で定める非常勤職員 

は、１週間の勤務日が３日以上とされている非常勤職員又は週以外の は、１週間の勤務日が３日以上とされている非常勤職員又は週以外の 

期間によって勤務日が定められている非常勤職員のうち、１年間の勤 期間によって勤務日が定められている非常勤職員で   １年間の勤 

務日が１２１日以上である非常勤職員               務日が１２１日以上である非常勤職員であって、１日につき定められ 

                         とする。 た勤務時間が６時間１５分以上である勤務日があるものとする。 

（部分休業の承認の請求、第２項申出及び第３項変更の手続） （部分休業の承認の請求手続） 

第１２条 部分休業の承認の請求、育児休業法第１９条第２項の規定に 第１２条 部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書により、必要 

よる申出（以下「第２項申出」という。）及び同条第３項の規定によ な期間についてあらかじめ包括的に                

る変更（以下「第３項変更」という。）は、部分休業簿により行うも                             行うも 

のとする。 のとする。 

２ （略） ２ （略） 

３ 任命権者は、第２項申出時に予測することができなかった事実が生

じたことにより第３項変更をしなければ育児休業条例第１６条の５に

規定する子の養育に著しい支障が生じるか否かを判断するため必要が 

 



新 旧 

あると認めるときは、第３項変更をしようとする職員に対して証明書

類の提出を求めることができる。 
 

附 則 

この規則は、令和８年４月１日から施行する。 


